
定期健康診断と特定健康診査の違い
定期健康診断 特定健康診査

法的根拠 労働安全衛生法 高齢者医療確保法

目的
①労働者の健康状況把握
②適正配置のチェック
③作業関連疾患の予防

メタボリックシンドローム予防のた
めの保健指導対象者の選定と特
定保健指導

対象者 常時雇用の労働者 （20～60歳代） 40～74歳までの被保険者 被扶養者

健診の実施主体 事業者 保険者（義務）

健診の実施義務 1年以内ごとに1回 年度ごとに1回

保健指導 努力義務（方法の定めなし）
特定保健指導として保険者に実施
義務（一定の方法）

実施関係者
医師（産業医）、産業看護職

（保健師、看護師）
医師、保健師、看護師、管理栄養士

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
高齢者の医療の確保に関する法律が正式名



2

ワーク ヘルス中尾© &



安衛法の保健指導と特定保健指導の違い

厚生労働省：標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）

（安衛法）保健指導 特定保健指導

健診と保健指導の関
係

健診が中心

保健指導は付加的

保健指導が中心

特徴 プロセス重視の保健指導 結果を出す保健指導

目的 個別疾患の早期発見、早期治療 内臓脂肪肥満に着目した早期介入、
行動変容

内容 健診結果の伝達

理想的な生活習慣に係わる情報提供

自己選択と保健指導

対象者 健診結果で要指導と指摘。健康教育等
の保健事業した者

健診受診者全員。階層化された保健
指導を提供

方法 一時点の健診結果に基づく保健指導
画一的な保健指導

経年変化および将来予測を踏まえた
保健指導

評価 アウトプット（事業実施量）評価

回数や参加人数

アウトカム（結果）評価

糖尿病等の有病者・予備軍の減少



保健指導の整理

労働安全衛生法に基づく保健指導

（事業主側の努力義務）

メタボ関連疾患で就労上の配慮や措置に関すること

メタボ関連以外の疾患・メンタルヘルス・過重労働対策・母性健康管理対策など

高齢者医療確保法に基づく特定保健指導

（保険者に実施義務）
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